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第１回清水小学校・第三岩淵小学校 

統合推進委員会議事要録 
 

 

○ 日時・場所・参加者 

（１）日時：平成２６年１０月３０日(木)１８時５９分～２０時３５分 

 

（２）場所：赤羽文化センター第１視聴覚室 

 

（３）出席者：統合推進委員会委員２１名 

傍聴者：１４名 

 

  

北区教育委員会事務局学校適正配置担当部長挨拶 

 

１ 委員自己紹介 

 

２ これまでの経緯と今後のスケジュール 

  

３ 統合推進委員会の運営方針 

 （質疑応答の内容は、次ページを参照） 

（１）設置要綱について 

・清水小学校・第三岩淵小学校統合推進委員会設置要綱（案）について、事

務局から説明があり、協議の結果、原案どおり設置要綱を決定した。 

 

（２）傍聴規程について 

・清水小学校・第三岩淵小学校統合推進委員会傍聴規程（案）について、事

務局から説明があり、協議の結果、原案どおり傍聴規程を決定した。 

 

（３）部会運営方針について 

・部会運営方針（案）について、事務局から説明があり、協議の結果、原案

どおり部会運営方針を決定した。 

 

４ 各部会の今後のスケジュール 

・各部会の今後のスケジュールについて、事務局から説明があった。 
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５ 委員長・副委員長の選出 

・委員の互選により、委員長には、関係町会・自治会推薦委員（清水小学校

通学区域）の小川委員を選出した。また、委員長の指名により、副委員長

には、関係町会・自治会推薦委員（第三岩淵小学校通学区域）の髙橋委員

を選出した。 

 

６ その他 

（１）協議結果等の周知について 

・協議の節目毎に統合推進委員会だよりを発行し、本ブロック内の小中学校

の児童及び生徒を通じて、全保護者に配付する。また、町会・自治会での

回覧・掲示を依頼する。 

・統合推進委員会だよりは、北区ホームページに掲載する。 

（２）部会について 

・委員会を閉会後、各部会に分かれ、今後の進め方について意見交換を行っ

た。 

 

○ 質疑応答 

  

２ これまでの経緯と今後のスケジュールについて 

 

委 員 以前、閉校式から開校式、始業式にかけてスケジュールが過密に

なるという話だったのですが、大体どのぐらいの時期に何が行われ

るかということを、ご説明いただけますか。 

 

事務局  平成２６年４月に田端小学校を開設しています。その例で申し上

げますと、閉校する両校の閉校式、お別れ会ですが、２月２２日、

３月１日、それぞれ土曜日に挙行されています。開校式は、始業式、

入学式にあわせて、４月７日でした。その日の流れとしましては、

最初に開校式を行っていただきました。その場で区長から新しい学

校の校旗が新校の校長先生に手渡されています。その後に始業式、

在校生の１年が始まります。そして、６年生と２年生だけ残っての

入学式、新たな１年生を迎えての１年が始まる。そのような流れで

した。 

 

委 員 １日で三つの式をやるということですか。 
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事務局 １日で三つの式を執り行っていただきました。 

 

委 員 大体で結構ですが、入学式は遅くなったのですか。 

 

事務局 入学式については、特段遅らせたということは認識していないの

ですが、確かに先生方の負担は非常に大きかったと思っております。

教育委員会事務局からも人を出して設営などについてはお手伝いを

させていただきました。 

 

  

３ 統合推進委員会の運営方針について 

 

（適正配置における統合のルールについて） 

 

委 員  １番の（３）新校の校名、校歌及び校章は新たに定め、校歴は新

校設置のときから起算することという規定があり、２番として、関

係者における合意の尊重、適正配置に係る関係校の児童または生徒

の保護者等において、上記（３）と異なる合意がなされた場合には、

上記（３）の規定にかかわらず、当該合意を尊重するものとすると

いうひっくり返す規定があるのです。もしひっくり返す規定がある

のならば、最初からやらないほうがいいのではないかと思うのです

が、この意向は通っているのでしょうか。（３）というのは、ここ

で決めなさいと言っておきながら、２番目にこの条文を否定する項

目があるのですけれども、それだったら最初からやらなくていいの

ではないかと思われるのですけれども、両校の児童及び関係者、生

徒の保護者は、ひっくり返す気持ちがあるのか、もしあるのだった

ら、最初からやらないほうがいいのではないかと思うのですが。 

 

事務局 

 

 この適正配置における統合のルールは、教育委員会として決めさ

せていただいたものです。ただ、統合推進委員会につきましては、

地域の代表の皆様、保護者の代表の皆様、学校の代表の皆様にお集

まりいただいている会議ですので、こちらの委員会の中で別の合意

がなされたときには、その合意を教育委員会としては尊重させてい

ただきたいという趣旨のものです。あくまでも、これは合意がなさ

れなければ、１番の統合のルール、本則に従って決めていただくと

いうことになります。 
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委 員 

 

 関係校の合意形成の打ち合わせ等は始まっているのですか、児童、

保護者の。 

 

事務局  これから、この統合推進委員会の中でご検討いただく内容です。 

 

事務局  原則といたしましては、新しい学校については、校名、校章、校

歌について新しく定めていただき、校歴も１年からとしていただき

たいと考えているところです。ただ、そうは言いましても、話し合

いの中で片方の名前を残すということが、皆さんの中、こちらは代

表の皆さんですけれども、尊重されるということであれば、本来は、

新しくしてほしいところではありますが、そういったこともあり得

るということです。 

 

委 員 

 

 （３）でなくて、１番も２番もひっくり返すということですか。 

 

事務局  これは、あくまでも１の（３）についてのみです。１番、２番は

このままです。 

 

委 員  私は、意見として、そこは釈然としません。 

 

委 員  委員が言っているのは、もっともなような気がするのです。それ

で、この２は入れなくてはいけないことなのですか。２番、合意に

よるというのは。一番この文章が気になるのです。というのは、は

っきり言うと、何か逃げ道をつくっているような気がしてしようが

ないのです。だから、せっかく新しい学校をつくるのだったら、新

しい校名、新しい校歌、新しい校旗、それでいいではないですか。

なぜこの２番を入れたのですか。 

 

事務局  この統合推進委員会で、皆様でもう１の（３）で行こうというこ

とであれば、２番は今後一切関係ないということになりますので、

まず話し合っていただければよろしいかと思います。 

 

委 員  では、こちらへ投げてくれたわけですね、今、事務局から。 

 

事務局  統合推進委員会でご検討いただく内容ということです。 
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委 員 

 

 では、ここで話し合いましょう。２番に関して。 

 

委 員  確認なのですけど、これに書かれていることというのは、区の計

画の抜粋であって、これから話し合う要綱の中には、文言は入って

いないですよね。入っているのですか。 

 

事務局  入っていないです。 

 

委 員  ということであれば、この計画にのっとってやらなければならな

いというような縛りというのはあるのですか、このルールにのっと

ってやらなければならないという、その規定はどうですか。 

 

事務局  先ほど説明をさせていただきましたが、あくまでも、これは全体

の計画の中のルールですので、この統合推進委員会の中で２につい

ては要らないということで、皆さんで合意をいただけるのであれば、

とっていただいて、構わないということです。 

 

委 員  とるといっても、要綱の中に文言で入っていないですよね。 

 

事務局  あくまでもこれは計画の中の大きなルールです。清水小学校と第

三岩淵小学校の統合推進委員会だけではなく、ほかの地域でも統合

についてのお話をさせていただいていますので、中にはこの２を使

いたいというところも、今まであったということです。過去に例が

ありましたので、そういったことも可能ですということでお示しを

させていただいています。 

 

委 員  ということは、この委員会で決めていいということですね。 

 

事務局  はい、結構です。 

 

委 員  これは、ずっと引きずっていると、またごちゃごちゃしますから。

 

事務局 

 

 この２の例外規定につきましては、今後、適用しないということ

で、皆様の合意がいただければ、今後は、適用しないという形にさ

せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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委 員  私はなしでいいと思います。 

 

委 員 

 

 第三岩淵小学校ＰＴＡとしては、初めてこの話を聞く方がたくさ

んいますので、今、決めるのは待ってほしいです。統合のことでき

ちんと学校に意見を諮らないで、協議会に出た委員だけで物事を決

めてしまうということで、学校内で、もっときちんと説明してほし

かったという意見がたくさん出ておりますので、この場で何の事前

の連絡もなく決めるということは、私は代表としてできませんので、

一度、学校のほうに持ち帰らせていただきます。 

 

委 員  ＰＴＡを代表して来たのではないのですか。 

 

委 員  そうです。ＰＴＡの代表で来ています。 

 

委 員 

 

 権限を持って来られているのですよね。 

 

委 員  権限というか、ＰＴＡの代表として来ています。 

 

委 員 

 

 ここで、この場で判断することはできないのですか。 

 

委 員 

 

 できないです。 

 

委 員  ここで判断するための委員会ではないのでしょうか。 

 

委 員  それをして、第三岩淵小学校ＰＴＡとしては、少し今、混乱して

いる状況になっておりますので。 

 

委 員  それで決めて進めるほうがよろしいという話で、今、話が始まっ

たのですけれども、委員会で決められないというのであれば、これ

から毎回、そういうことが起きてくるということですか。 

 

委 員  ですので、この場で決めることは事前に第三岩淵小学校ＰＴＡ内

で話し合って決めたことでないと、なかなか決めることは難しい状

況です。 
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委 員  委員会でこうなりましたと説明すればいいことではないのです

か。委員会でこういう方針になりましたということで、委員から説

明すれば済むことではないのですか。 

 

委 員  そのような状況ではないです。今、第三岩淵小学校ＰＴＡは。 

 

委 員  では、この委員会は何のためにあるのですか。 

 

委 員  今日は基本的に何か決めるということだったのですか。 

 

委 員  私は、今日、こういう場に出るのが初めてだったのですごく不安

でしたので、事前に学校適正配置担当課にお電話をさせていただき

まして、最初の日に何か決をとることというのはあるのですかとい

うことをお聞きしたら、ありませんとおっしゃったのですね。なの

で、何も、踏まえて準備していくこととかありませんかと言ったら、

流れを説明するだけですので、大丈夫ですというふうにおっしゃっ

ていただいたのですね。やはり第三岩淵小学校は、皆さん、清水小

の方もおわかりかと思うのですが、やはりすごく遠くから通うとい

うことで、保護者はとても不安になっています。そういうことで、

本当に細かいかもしれないですけど、一つ一つ決めることに関して

も、やはり勝手に決めてこられてしまったら悲しいというのがすご

くあるので、私たちは、いっぱいその声を酌んでいきたいと思って、

この場に臨んでいるので、本当に申しわけないんですが、その気持

ちもわかっていただきたいと思います。 

 

事務局  基本的な部分ですので、今日、決定ということでなくて、次回に

決定いただくということでいかがでしょうか。重要な部分ですので。

 

委 員  なるべくだったら、せっかく集まってこられているので、やはり

権限というのはきちんと持って出席していただくことが一番大事だ

と思います。前回の学校適正配置の協議も２年半近くかかって、皆

さん本当に苦労されて、やっと答えが出て、その後でやはりある程

度の方たちが、それはおかしいと言い出したということ自体が、や

はりそれでは民主主義になっていないので。だから、この時間をむ

だに使わないようにしていただきたいと思います。子どもたちが待

っているということだけしっかり考えていただきたいと思います。 
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委 員  議案について、その場でいきなり出されてもなかなか回答がしづ

らいものですから、話し合われる内容、議題については、あらかじ

め早目にご通知いただければということで、それを事務局にお願い

しようと思っていたところです。 

 今回は初回ということで、私どもも何を話されるのか全然見えな

い状況で臨んでいるものですから、少し準備ができなかったのです

けれども、次回からはもう少し早目に、議題をご提供いただければ、

その議題については、当然、私どものほうでも第三岩淵小学校ＰＴ

Ａの中で意見を集めまして、この場に臨めるものと考えております。

 

事務局  今回は、資料の送付が遅くなりまして大変申しわけございません

でした。できる限り早目に資料と次第のほうをお送りさせていただ

きまして、次回、何を話し合っていただく、決定していただくかと

いうものを皆さんに事前にお知らせさせていただきたいと思ってご

ざいます。ご意見ありがとうございました。 

 

事務局  統合のルールにつきましては、校名等検討部会でご検討をいただ

く内容ですので、第三岩淵小学校ＰＴＡで、第１回の部会までに一

定の方針をお示しいただいて、部会自体は、決める場ではありませ

んので、２回目の統合推進委員会のときに改めてどうするかという

ことを決定するという形でいかがでしょうか。 

 

委 員  第三岩淵小学校ＰＴＡとしては、そうしていただければありがた

いです。 

 

委 員  今回は１週間前に配付されているのでしょう。議題の内容、資料。

この資料で話し合うのですよね。 

 

事務局  今、委員がおっしゃっているのは、次第が、当日、席上配付だっ

たので、何をするのかわからなかったということだと認識していま

す。今後につきましては、次第と何について協議するかということ

をわかるような形でお送りさせていただきたいと思います。 

 

委 員  何日前までに着くのですか。１週間でいいですか。 
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委 員  ２週間ぐらいは欲しいですね。 

 

委 員  どのくらい前に出せるのですか。 

 

事務局 

 

 ご要望いただく資料にもよるのですけれども。 

 

委 員  議題は、大体どのタイミングで決まってくるのですか。 

 

事務局 

 

 議題については、例えば部会を開催したら、次は委員会に上げる

わけですから、部会開催後にはすぐわかります。けれども、議題だ

けでなく、資料がないと難しいのかなと思っています。 

 

委 員 

 

 資料はどのくらいのタイミングで出せますか。 

 

委 員 

 

 この資料を見る限り、この内容をやるのだなとわかりそうなもの

ですけどね。 

 

委 員 

 

 要は、早目に議題をいただいて、第三岩淵小学校ＰＴＡでは、保

護者を集めて、こういうことになっています、こういう意見を聞か

せてください、それを推進委員会の方々が持ち寄る、保護者の声を

持ってきてお話しされたいということですよね。推進委員会の方の

意見というよりも、保護者の意見を聞きたいのでということですよ

ね。 

 

委 員 

 

 推進委員会の委員の意見も挟まってくるとは思うのですけれど

も、できるだけそういうふうに対応したいと思っています。 

 

委 員 

 

 それは毎回のことですか。例えば、校名、校章と施設、分かれて

話し合いが持たれるではないですか。その都度、持ち帰りますとい

うことになるのですか。２週間前が確実であれば、持ち帰られると

いうことはない、その場で代表者がちゃんと責任を持って話し合い

が決められるということですよね。 

 

委 員 

 

 はい。事前にいただければということです。 

 

委 員  部会が二つあるわけです。そこで議題というか問題を提起して、
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 委員会のほうに送るわけでしょう。今日、皆さんに集まっていただ

いたというのは、これが議題の一つですよね。その議題を読んでい

るうちに委員がああいう点に気がついて提案されたのだから、別に

これを前もってということは、今回の第１回目ではできるわけがな

いですよ。ただ、これは大事な疑問なので、その辺の処理を事務局

できちんとしていただかないと、この後もまたこういう問題で時間

だけ潰していくようになりますので、子どものことを考えてやって

いっていただきたい。そのためには、みんなで協力していかないと

どうしようもない。 

 

事務局 

 

初回ということもあり、ご案内が足りない部分もあり申しわけご

ざいませんでした。この先、具体的な検討に入っていただく際には、

今日はここまで作業が進みましたというまとめを毎回させていただ

き、次回はこれについてご検討いただきますというふうに、毎回、

会議の際に確認をしながら進めさせていただきます。あわせまして、

資料も、可能な限り早くつくり、次回の会議の次第とあわせて皆様

のお手元に送らせていただきます。申しわけございませんでした。 

 

委 員 

 

先ほどの１番、２番について、２番の関係者における合意の尊重

という話の中で、今この場で清水小学校ＰＴＡの意見を言わせてい

ただきますと、これは要りません。ただし、第三岩淵小学校ＰＴＡ

がまだ少し学校内で検討したいということであれば、それはそうし

ていただいて構わないです。あくまでも第三岩淵小学校ＰＴＡがこ

だわるのであれば、我々もこだわらざるを得なくなりますので、そ

れだけはご了解願いたいと思います。 

 

委 員 

 

 今、持ち帰ることが全て反対だということではないということだ

けは理解いただければと思います。ただ、やはりどうしても校内事

情がありまして、ある程度丁寧にやっていただかないといけないと

いう事情があるということだけはご理解いただきますでしょうか。

それで、今回、事前に事務局に電話で、何について話し合われるの

ですかという質問をさせていただきました。そのときの回答が、資

料の１ページ目、表紙の（案）と書いてあるところについて基本的

には決めていただくことになると思いますという答えだったので

す。一応、そこについては事前に、準備会である程度すり合わせが

できていたので、ある程度の判断というのはできるのですけれども、
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それ以外について、お気持ちは十分わかるのですが、立場的に私ど

も、あくまでも組合組織なものですから、トップダウン形式という

のはなかなかいかないということと、かなり第三岩淵小学校の中で

も複雑な状況にありますので、そこは十分ご理解いただければと思

います。 

 

委 員 

 

 そうしましたら、案がついているものに関して、どんどん進めて

いくということでお願いできますでしょうか。 

 

事務局 

 

 私どもの言葉が足りなかったことは大変申しわけないと思ってお

ります。次回の統合推進委員会の議題として、この適正配置の統合

のルールについて載せさせていただきたいと思っております。 

 

  

（１）設置要綱について 

 

委 員  設置要綱案の第３条第７項（委員会への代理出席について）は不

要ではないかと思います。 

 

委 員 

 

 代理が出るというのは、何も問題ないのではないでしょうか。持

ち帰って皆さんに説明される人数がふえるということは別におかし

くも何ともないのでは。 

 

委 員 

 

 これは、委員が変更できるということですよね。欠席するという

ことは、今日、私、出られないから、あなた行ってよという言い方

もできるのでは。 

 

委 員  ずっと欠席ということはないでしょうから、これは別におかしく

ないと思います。 

 

委 員 

 

 少し確認したいのですが、これは代理を出席させることができる

ということであって、欠席のままでもいいということなのですか。 

 

事務局 

 

 なかなか代理の方が見つからないとか、急な欠席ということもあ

るかと思いますので、欠席を認めないということではありません。 
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委 員  委員の判断で、代理を出席させたい場合は出席させるという形で、

いいのではないかと思いますけれども。 

 

委 員  この部分は、私にしゃべらせてくれと、あなた休んで私と交代し

てくれという言い方にもなるのではないですか。出席者がころころ

代わるということは。 

 

委 員  これは、委員長の許可を得るという歯止めがかかっているのです。

だから、勝手にどんどん代わっていくわけではないです。 

 

委 員 

 

 許可しない場合もあるのですね。 

 

委 員  それは委員長の判断でいいのではないですか。 

 

委 員  委員長次第ですね。はい、わかりました。 

 

委 員  故意なことはやめようということです。 

 

事務局 

 

 第７項につきましては、原案のままということでよろしいでしょ

うか。 

 

 

 

（異議なし） 

 

  

（３）部会運営方針について 

 

（通学路について） 

 

委 員  第三岩淵小学校の保護者は、通学路の件についてかなり心配され

ている方が多いので質問させていただきます。具体的に通学路とい

うのは、どういう感じで決められていくのか、また、最終的に決ま

るのはどのぐらいのタイミングと考えていらっしゃるのか、もう少

し具体的にご説明いただけますか。 

 

事務局 

 

 最終的には、新校に通われるお子様の居住状況を反映して学校で

決めていただく形になりますが、その前にある程度は新たに通る場
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所というのは想定されるかと思います。そこについて、皆様とどん

な安全対策をとっていったら有効かということをご検討いただき、

警察等とも協議して、できる安全対策をしていきたいと考えており

ます。 

 

委 員 

 

 案として事務局から提示していただくということですか。 

 

事務局 

 

 現在の両校の通学路は把握しておりますので、その接点になるよ

うな箇所が、恐らくお子さんが多く通過する場所になるというふう

に考えております。それらの場所を中心に皆様と一緒に歩いて確認

をしていきたいと考えています。 

 

委 員 

 

 来年の新１年生の保護者なのですが、指定校変更の絡みもあるの

ですけれども、１キロというくくりがあって、通学路によって１キ

ロを超える、超えないとかという判断が変わってくるという微妙な

エリアに居住している保護者が、通学路が決まらないと、指定校変

更の申請もできないということで少し混乱されているのです。その

あたりというのはどういうふうにお考えですか。 

 

事務局 

 

 個別の指定校変更のご希望ですとか、できる、できないというこ

とにつきましては、それぞれのご事情があるかと思いますので、個

別に担当のほうにご相談を早目にいただければと思っております。 

 

委 員  その相談を実際にした保護者に対する教育委員会事務局の担当部

署の反応としては、もう単純に直線距離で１キロを超えていないか

らだめですというふうなことで相談に乗ってもらえなかったという

保護者がいらっしゃるのです。その場合、別のところでは、実際の

通学路の距離で１キロを超えれば、じゃあ範囲に入る。直線距離で

は１キロを超えないけれども、通学路としては１キロを超えるとい

う、その微妙なラインのご自宅の場合は、通学路が決まらないと、

申請ができないということになってしまうのです。既に就学前健康

診断も始まっていまして、その辺を心配されている保護者がいらっ

しゃるのです。 

 

事務局  清水小学校と第三岩淵小学校の統合によって通学距離が１キロを

超えるということで、指定校変更の区域を特例として設けさせてい
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ただきました。来年度、新入学を予定している保護者の皆様には、

清水小学校と第三岩淵小学校の就学前健康診断の際にもお知らせを

配らせていただいております。また、１１月下旬に就学通知書とと

もに指定校変更ができる場合のお知らせを配付させていただく予定

です。先ほどご説明させていただきましたが、個別のご相談をいた

だかないと人によって条件がいろいろ異なりますので、皆様からも

お口添えいただければ幸いです。 

 

委 員 

 

 通学路に関しての説明の紙を配っていただいたのですけれども、

太枠で書かれている部分が１キロ以上離れているというふうな書き

方でした。それは、コンパスで引いた状態での距離なのか、実際に

歩いて坂道を一度上がって、安全なところを通って、清水小学校の

場所に到着するという、そういう距離での１キロなのか、その辺が

よくわからなくて、皆さん、混乱しています。私の家もぎりぎりの

ラインなので、気になりました。 

 

事務局  両校の保護者の皆様に同じ物を配らせていただいています。この

中で１キロを超える区域を明示させていただきました。これは、８

月まで協議を行っていただいた小学校適正配置検討協議会の中で、

１キロを超えるということで地図上に明示させていただいた区域で

す。これは、平成２４年度の両校の通学路を下敷きにして、ここを

通るだろうというラインで引いた、直線ではない、道のりの距離で

１キロをお示ししたものです。それを踏襲させていただいています。

 

委 員 

 

 せっかくそのように通学路をなぞって１キロというのを採寸して

くれたのでしたら、どうやって歩いたのかというのを教えていただ

けますか。よろしくお願いします。 

 

  

 

５ 委員長・副委員長の選出について 

 

委 員 

 

 第三岩淵小学校ＰＴＡとしては、今日、委員長を決めるというの

もよく知らなかったので、決めるのは次回にしていただければと思

います。 
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委 員 

 

 委員長選出を、今日、決められない理由がわからないです。 

 

委 員 

 

 委員長を誰にするかというのは、大変大きなことだと思いますの

で、これもきちんと第三岩淵小学校で説明して、諮ってからにさせ

ていただきたいと思います。 

 

事務局 

 

 先ほど、統合推進委員会の設置要綱を皆様にお決めいただきまし

た。委員長は委員の互選でということで、納得をいただいているこ

ともございますので、事務局といたしましては、この場で決めてい

ただきたいと思っています。 

 

委 員  先ほど、案が承認されていますので、互選ということで理解しま

した。 

 

事務局  互選ということですので、委員の中からどなたかご推薦はありま

すか。 

 

委 員 

 

 今までの経過から、小学校適正配置検討協議会の座長の小川委員

にお願いしようと思っていますが、いかがでしょう。 

 

委 員 

 

 具体的に誰かということではないのですけれども、委員長になら

れる方は、第三岩淵小学校が、今、複雑な状況にありますので、そ

の辺の事情も十分配慮をしていただける方にお願いできればと思っ

ています。私からは誰がということはないのですけれども、こちら

の事情も十分配慮していただければということを要望として上げさ

せていただきます。 

 

委 員 

 

 その辺は、委員長のなられる方は、もう自覚をされていると思い

ます。平等というのは当たり前のことなので、どちらの立場に立つ

わけにもいかないので、誰が委員長になってもきちんとした体制は

整えられると思います。 

 

事務局 

 

 事務局からのご提案です。例えば、第三岩淵小学校側から委員長

が選出されたとしたら、今のご意見も尊重して、副委員長は清水小

学校の側から選出する、またはその反対、という形でお願いできれ

ばと思っております。 
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委 員 

 

 自薦でもいいのではないですか。みんなが承認すれば。 

 

委 員 

 

 先ほどから第三岩淵小学校ＰＴＡから、複雑な事情があるという

ことで酌んでほしいという意見が随分出ているのですけど、それは

協議会において清水小学校でも同じような思いはありながらだった

ということも理解してください。決して第三岩淵小学校だけにいろ

いろな事情があるということではないと思います。ですので、それ

を酌んだ上で、いろんなことを決めてほしい、持ち帰らせてほしい

というのは、それは少しおかしいのではないかと。事情とか気持ち

とか、そういうことは同じであるというふうに理解していただきた

いと思います。 

 

委 員 

 

 当然、清水小学校ＰＴＡにもいろいろなご意見があると思います。

ただ、それは方法論の問題で、第三岩淵小学校ＰＴＡとしては、広

くいろいろな意見があるものをできるだけ吸い上げてこの場に臨み

たいという、委員としてのやり方の違いだというふうに理解してい

ただければと思います。 

 

委 員 

 

 それは、協議会においても、清水小学校ＰＴＡも清水小の保護者

の意見をなるべくお伝えするようにやってきました。ですので、や

り方の違いというふうに言われるのは少し納得できません。 

 

委 員 

 

 ここへきて方法論でもめないで。第三岩淵小学校ＰＴＡも２週間

前に資料が送付されれば、持ち帰るということをしないと言ってい

ます。委員長の互選の件も納得したんのですから、今日決めましょ

う。決められる範囲内で。話を進めてください。 

 

事務局 

 

 事務局としましては、会議が円滑に進むように、資料についても

なるべく早く皆様にお届けできるように努力させていただきます。 

今、お名前が挙がっているのは小川委員ですけれども、ほかの方

はよろしいでしょうか。 

 

委 員 

 

 委員は手を挙げたら、正副委員長に。 

 

  



 17 / 18 

委 員 

 

 意見を言ったのだから、挙げなきゃしようがないじゃない。その

くらい中立でやらなきゃいけない。 

 

事務局 

 

 それでは、小川委員以外に、推薦がないようですので、副委員長

の選出に際しましては第三岩淵小学校の区域の方からご指名すると

いうご配慮をしていただきたいとお願いしまして、委員長は小川委

員ということで、よろしいでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

事務局 

 

 ありがとうございました。それでは、設置要綱で副委員長は委員

長の指名によるとなっておりますので、小川委員長に副委員長の指

名をしていただければと思います。 

 

委員長  第三岩淵小学校の地域から髙橋委員にお願いします。 

 

 （拍手あり） 

 

委員長 

挨拶 

 平成２８年４月には新校という形で新しい学校ができます。それ

までに決めていただかないといけないということです。誰に一番迷

惑かかるかというと、これから新しい学校に入学してくる子どもた

ちにより迷惑がかかります。私たちが２８年４月までに決めないと、

行政が手を突っ込んできます。地域の問題は地域が解決するという

のが、私自身、常に考えていることです。そういう考えの中に、や

はり行政も一生懸命やっていただいている、でも、地域の皆さんと

一緒になって地域のことを、特に学校は大事な子どもたちを育てる

教育の第一歩です、幼稚園、保育園は別にして。その学校がきちん

と決まっていないと、この先、子どもたちがどんな気持ちになるだ

ろうかということを考えていただいて、２８年４月までには皆さん

と一緒に知恵を絞って、校名も校歌も校旗も新しい学校にしていく。

この新しい学校は１０年、２０年の歴史ではありません。多分、５

０年、１００年という長い歴史を刻んでいくような学校になると思

いますので、その辺を含めて、あの学校のことは私たちがつくった

のだということを最終的には見せられるように、皆さんで一緒に協

力して、努力して、知恵を絞ってつくっていきたいと思います。こ

れから本当に皆さんのお力が大事なので、よろしくお願いしたいと
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思います。やはり皆さんの意見を十分に酌み取りながら、だめなも

のはだめと言わせていただきますので、その辺はご理解していただ

きたいと思います。 

 

副委員長 

挨拶 

 委員長を少しでも補佐して、皆さんのご意見を酌み取ってスムー

ズに行くようにしてまいります。ただ、きょうのことを聞いている

と、なかなかスムーズに行かないなというのが私の実感でございま

すので、お互いに譲り合うところは譲り合っていただきたいと思い

ますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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 （５）指定用品の選定について 

  ・指定用品の選定の検討経過ついて事務局から報告があり、施設等検討部

会から提案された指定用品の選定について、協議の結果、原案どおり統

合推進委員会方針として決定した。 

 

 （６）今後の部会の進め方について 

  ・今後の部会の進め方について、事務局から「校歌、校章、指定用品の選

定等については、各部会に一任し、部会の進捗については、適宜、統合

推進委員会で報告していきたい。」とする提案があり、協議の結果、事

務局提案どおり了承された。 

 

４ 今後のスケジュールについて 

  ・校名が決定するまでの流れ、統合推進委員会及び各部会の今後のスケジ

ュールについて、事務局から説明があった。 

 

５ 副委員長閉会挨拶 

 

 

○ 質疑応答 

 

通学路の安全対策要望について 

委  員 

 

 ある程度、統合に慣れてくれば、このくらいの交通指導員の人数

でもいいと思うのですが、統合後１年くらいは、やはり子どもたち

も保護者も慣れていないと思うので、もう少し指導員を増やしてい

ただいたほうがいいのではないかと思います。１年経てばある程度

慣れてくると思います。統合１年目は少し多目に配置したほうがい

いのではないかと思います。 

 

事 務 局 

 

 どこの位置にという、ご要望が今の段階であるのであれば、通学

路の安全対策要望の中に盛り込んでいきたいと思います。 

 

委  員 

 

 まず、１２番と１１番までの間、多分ここが一番通るのではない

かと。また、数は少なくても、１番から１２番に行くのは、かなり

離れているので、もう１名くらい欲しいような気がします。それと、

３番、４番から１１番に行くまでのコースがあります。そこにもも

う１名くらい欲しいです。１１番から１２番のところというのは、

本当に道が狭い上に車が結構通ります。そのため、ここはかなり重

点的に安全対策を行わないと。 
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事 務 局  ただいまご指摘をいただきました３箇所について、こちらの要望

案の一覧に追加をさせていただきます。 

 

委  員 

 

 第三岩淵小学校は通学距離が１ｋｍ以上の指定校変更をできる

ようになったために、指定校変更をすると友達が別の学校に行って

しまい友達関係が切れてしまうということがあり、１・２年生は特

に、１ｋｍ以上の子が清水小学校に行かず指定校変更をしようとい

う子が多く、その子たちが通学バスを出していただけたら指定校変

更をしないで済むのだけれどもなと言っている方がいるのです。で

きましたら、今日この場で、スクールバスを出せるように計らうよ

うなことを考えていただければありがたいなと思うのですが、いか

がでしょうか。 

 

事 務 局 

 

 皆さんからのご要望ということであれば、承ることは可能です。

 

委  員 

 

 今、第三岩淵小学校では、赤羽西六丁目から５０名以上の児童が

通っているということを保護者の方からお伺いしています。それに

ついてスクールバスをというお話も耳に入っているのですが、そこ

までスクールバスを出せるのかどうかというのは、私も疑問には思

っています。指定校変更というよりも、もう少し自分のお住まいか

ら近くの学校に行くことによって１ｋｍを超えないようにする、そ

れができるのであれば、スクールバスというのはいかがなものかと

いう考え方もあるのではないかと思えるのですが。今まで５０名く

らいが１ｋｍを超えるという話だったのですが、赤羽西六丁目から

通うのだと１００名を超えるということですが、この辺を教育委員

会はどう考えているのですか。 

 

事 務 局  教育委員会といたしましては、北区は指定校制度をとっています

ので、できれば指定している学校に行っていただきたいと思ってい

ます。ただ、現在指定校変更をして第三岩淵小学校に通っているお

子さんにつきましては、いろいろな事情があるとは思いますけれど

も、個々の事情によりますので、また指定校に戻るという選択肢も

当然あると思います。また、新しい学校で友人関係を続けたいとい

うことで、新しい学校に行っていただくというのもありだと思って

おります。一番は、新しい学校にそろって行っていただくのがいい

と考えています。ただ、北区におきましては、通学距離を１ｋｍ程

度ということで定めています。北区内の学校はほぼ１ｋｍの範囲に

あり、通常指定校の通学区域の中から行けるような形になっていま

す。ですので、指定されている学校に通っていただけるのであれば
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通学の安全は確保できると教育委員会としては考えているところ

です。 

 

委  員 

 

 指定校という言い方はもちろんあるかと思いますが、その中でや

むを得ない事情で指定校に行きにくい、行けない児童・生徒も少な

からずいるかと思います。例えば言っていいのかわかりませんが、

いじめの問題だとか、そのほかにも言いにくい言葉があるかと思い

ます。それはそれである程度指定校を変更してまでも、そういうも

のから逃れるためには致し方ないのかなということで、その１名の

ためにスクールバスを出すというような話はないですよねという

ことだと思うのですけれども、その辺でよろしいでしょうか。 

 

事 務 局 

 

 いじめ等で指定校変更を認める例というのはありますが、そうい

った場合でも学校を自由に選択できるということではありません。

教育委員会で本来の指定校に行けないのであれば、どこという特定

の小学校を指定させていただいています。中には、いじめを理由に

して、特定の学校に行きたいとおっしゃる方もいらっしゃいます

が、そういった自由というのは教育委員会では認めてはおりませ

ん。 

 

委 員 長 

 

 皆さんは、いかがですか。確かにスクールバスというのは一つの

方法のような気がいたします。ただ、いじめ等を持ち出すと、切り

がなくなってくるような気がします。統合推進委員の皆さん方にお

願いしたいのは、平成２８年４月開校ということが大前提なので、

そこに向かって歩みをしていただきたいのです。いろいろな意見を

多分お持ちだと思います。在校生を抱える保護者の皆さんは自分の

両肩にそのまま重しが乗っているような気がすると思います。先生

方もそうだと思います。ただ、いじめの問題等は新校になってもで

てくる問題ではないかなという気がします。交通指導員の増加と、

それからスクールバス、これは検討していただく価値があります。

その辺は事務局、教育委員会にお願いして、今後しっかりと新しい

学校ができたら対応していくということで、皆さんいかがでしょう

か。ほかに何か意見はありませんか。 

 

委  員 

 

 もし、今の第三岩淵小学校の建て替え工事が終わって、引越しを

したときにスクールバスは継続できるということなのでしょうか。

 

事 務 局 

 

 ご要望ですので、まずバスを出せるというのが決まったと仮定を

してということになると思いますが、学校の通学区域は同じなわけ
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ですから、そういった考えはあるとは思います。 

 

事 務 局  今年に入りまして、１月１９日に文部科学省から新しい学校適正

配置の基準の手引きというのが公表されました。その中で従来の基

準というのは、通学距離の基準、小学校は４ｋｍ以内、中学校は６

ｋｍ以内という基準が、昭和３１～３２年ごろから５８～５９年続

いてきましたが、今回の基準の見直しによりまして、スクールバス

を使って通学時間が６０分以内はいいことになりました。スクール

バスを使って６０分以内というと、北区の面積でいったら１校でも

いいですよというくらいの基準です。ちなみに、東京都がスクール

バスの補助金を出す基準というのが、通学時間が３０分未満は対象

にしないという補助要綱になっています。３０分以上かかる、距離

にするとお子さんの歩く速度ですと２ｋｍ以上というところがス

クールバスを実際に実現可能かどうかの線かなとは思えるところ

です。 

 

 

施設修繕の要望について 

委  員 

 

 部屋の数、教室等の数、それは十分確保はされているのですか。

 

事 務 局  普通教室の数は足りています。現在、清水小学校では、もと普通

教室であった場所を特別教室として使っていますので、そういった

部分を普通教室に戻すことにより、教室の数としては十分に足りる

状況です。 

 

委  員 

 

 少し話し声が聞こえるので、教育相談室は、実は遠いほうがいい

のです。同時の日に受ける場合もあります。また、日本語適応指導

教室も、最近児童数が増えています。最低３名が同時に教えられる

場所と、それから職員室機能みたいなものと、それだけの広さがな

いとすると難しくなってきます。 

 

事 務 局  まず、日本語適応教室を使われるお子さんも増えているというこ

とでした。要望の中にも、児童数に対応した広さの確保を入れてい

ただいています。また、統合時、平成２８年４月のクラス数が１２

ということを踏まえて、清水小学校ともご相談をさせていただきな

がら、教育委員会事務局の学校施設を所管しております部署と、今

細かいところを打ち合わせをしている状況です。 

 

委  員  清水小学校で、仮校舎が増築されると思うのですが、その教室数
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 というのはもう決定されているのですか。それとも要望を受けて、

まだ少し増やせるような柔軟性、余裕があるということなのでしょ

うか。 

 

事 務 局  施設等検討部会のときにご説明をさせていただきましたが、ほか

の方に直接のご説明がなくて申しわけありません。今、清水小学校

でその検討を深めているところです。この施設の規模、また工事の

量につきましては、平成２７年の夏休みを中心として工事を行って

いきますが、どうしても夏休みだけでは工事がおさまらないと考え

ております。そうしますと、現在清水小学校に通われているお子さ

んが勉強をしている、生活をしている場所・時間で工事をせざるを

得ません。そこを最大限配慮しながら工事量につきましても、校長

先生とご相談させていただきながら検討をさせていただいている

ところです。 

 

委  員 

 

 では、まだ確定はしていない、設計というか図面は引かれていな

いというご返答でよろしいですか。 

 

事 務 局  設計につきまして、まだ全部ができているわけではないと聞いて

います。 

 

委 員 長 

 

 トイレを洋式にと書いてあります。これは温水洗浄便座と理解し

てよろしいですか。 

 

事 務 局  北区内の各小学校の既存のトイレにつきましては、北区教育委員

会といたしまして５０％の洋式化というところを目指して、全校で

計画的に手を入れさせていただいているところです。部会でも全

て、洋式にしてはどうかというご意見もいただきました。ただ、一

方で、触れたくないという方がいらっしゃったり、和式を体験する

機会がなくなってしまうといういろいろなご意見も踏まえまして、

北区では今５０％を目指して取り換えさせていただいています。温

水洗浄便座につきましては、状況によっては入れさせていただいて

いる学校もあります。数はそれほど多くないのですが、排せつ系に

障害をお持ちのお子さんがいらっしゃる学校には配慮して入れさ

せていただくということがありますが、基本的には学校では温水洗

浄便座というのは設置していないところです。 

 

委 員 長 

 

 子どもたちはこれから大人になって社会に飛び立っていくとき

に、和式のトイレを使い慣れているというのは合わないような気が
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します。トイレというのは、生きていく上で大変大事な問題なので、

その辺はご理解いただきながら少しずつでも変えていっていただ

ければなとは思います。 

 

委  員 

 

 今度３００名くらいの子どもが通うという前提で、子どもの流れ

ですが、登校してきて、現在、校門として使っている入り口ではな

く、校庭側のもう一つ校門があるのですが、そちらからの流れを検

討していく必要があるかと思います。そこを考えていくと、例えば

下駄箱、現在使用していない昇降口も含めて設置する必要があると

思いますので、これからの検討をしていったらいかがかと思いま

す。そうすると、教室の配置もどちら側に何年生の教室があったほ

うがいいとか、いろいろなことが出てきますし、もしかするとそれ

が施設修繕につながるような重大な要素を含んでいるのかもしれ

ません。 

 

委  員 

 

 清水小学校としてもその辺はこれからの課題として考えていま

す。南門がやや重たいのです。そのあたりもどうしたらいいものか

なということは施設等検討部会にも要望として上げていこうかな

とは思っておりますが、第３回施設等検討部会は、校舎内を主に点

検いたしましたので、ここでのご要望には含まれておりません。今

後そういうことも考えていかなければいけないかなと思っており

ます。 

 

委  員 

 

 現在の校門が一番登校・下校には最短距離かなと思います。先ほ

ど言われた校庭から入るという進入路というのは、公園からの進入

路であって、あそこから入っていく人はほとんどいないのではない

かなと。ですので、現在の通学路をもう少し使いやすく、校門を使

いやすくしていければいいのかなという気もします。 

 

委  員 

 

 質問ですが、正門というのは。 

 

委  員 

 

 校舎の前の昇降口のあるところが正門です。 

 

委  員 

 

 ぜひ次回の施設等検討部会では、その辺の細かい動線などは、学

校の先生方のほうがイメージが湧きやすいかと思います。その辺も

含めて次回の施設等検討部会のテーマとしていただいて、統合推進

委員会としての要望をまとめていただけたらいいのではないかな

と思います。 
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委  員 

 

 先ほどお話ししましたように、まだこれから幾つも課題があると

思いますので、課題の一つとして考えていきたいと思います。 

 

委  員 

 

 この清水小学校の改修、おそらくこの２校だけの問題だけではな

いですよね。この後、清水小学校の場所をまたどこかの老朽化した

校舎の建て替えのときに使っていったりするのではないですか。 

 

事 務 局 

 

 そのような考えです。 

 

委  員 

 

 だとしたら、多少お金を大きくかけても、きちんとしておいたほ

うが後々ずっと使えるのではないかと思います。 

 

委 員 長 

 

 これは１０年、２０年の話ではなくて、多分もう半世紀、１世紀

の話になると思いますので、その辺を考えていただいてやはりしっ

かりしたものをつくっていただければと思います。 

 

事 務 局  周辺にも、老朽化した小学校もたくさんありますので、十分検討

してまいります。 

 

事 務 局  先ほども申し上げましたが、清水小学校の児童がいる中での工事

になりますので、子どもたちの負担にならないように配慮をしなが

ら、工事量につきましても清水小学校と相談をさせていただきたい

と思っています。 

 

 

今後の部会の進め方について 

委  員 

 

 確認ですが、今までの流れは各部会で検討し合って、それを推進

委員会で決定するという流れだったのですが、その決定までを各部

会が行うということでいいのですか。 

 

委 員 長 

 

そうです。一任ということはそうなります。 

 

今後のスケジュールについて 

委  員 

 

 当初だと、３月の第３回で統合推進委員会は解散という説明をし

ていただいていたのですが、第４回が終わって委員会が解散される

ということでよろしいでしょうか。 

 

事 務 局  第３回でも報告をさせていただきますが、その時点での報告をも
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って、あとは、学校と教育委員会に任せるというご決定があれば、

第３回での終了というのもあるかなとは思いますが、やはり最後ま

で、報告するとなると最低でも第４回の開催は必要だと考えまし

て、こちらに書かせていただきました。 

 

委  員 

 

 もうここで決定して、あとは任せていただくという形になります

というご説明だったので、少し確認をさせていただいたのですが、

この間も余り集まるということはなく、最後の報告で終わりという

ことですか。 

 

事 務 局  校歌の作詞・作曲などは、これまで私どもがプロの作詞家さん、

作曲家さんにお願いする場合、最低でも半年は欲しいというお話を

いただいているケースが多いです。また、校章なども決まった後、

実際に校旗や学校の体育館にある緞帳をつくるのに時間がかかる

ものもありますので、そういった時間にも充てさせていただきたい

と思っております。その間にも動きがありましたら、こういう会を

もたずに手紙のような形で皆さんに、進捗についてはご報告してい

きたいとは考えております。 

 

委  員 

 

 先ほど施設等検討部会で５月予定だったものが４月になります

というお話がありましたが、仕事を持っています。仕事のシフトと

いうのが、１カ月以上前に出さなければいけないので、４月のシフ

トは出してしまっています。委員になったからには責任を持って出

席をしてやっていきたいという考えがあります。こういうふうに早

まるということがすごく困るので、そのようなことがないようにお

願いします。４月の仕事をもう入れてしまっているので、その日が

開催予定日になってしまうと参加できません。 

 

事 務 局  なるべく早くがいいかなと思い、警察と話をさせていただいてお

りました。５月というのが、ちょうど交通安全週間などがあり、動

きにくいというようなことを警察からいただきましたので、このよ

うにさせていただいたのですが、今のお話をいただきましたので、

学校・警察も含めて改めて日程につきましては検討させていただき

たいと思います。ありがとうございます。 

 

委  員 

 

 校歌などを依頼してつくるのも時間がかかるということなので

すけれども、最終報告でその校歌をお披露目という形になるのか、

それとも新校が４月に始まるので、その時点で子どもたちが既に歌

える状態に持っていけるのを目指すのかを教えていただきたいの
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ですが。 

 

事 務 局  まず、校歌につきましては、事前に練習をして平成２８年４月に

は歌えるようにするのか、もしくは平成２８年４月に初めて披露と

いう形になるのかというのを学校とご相談させていただきたいと

思っています。ただ、できるだけ早い時期に完成し、校歌の練習が

できるようにはしたいと思っています。そのためにも、次回の部会

でプロの方に頼むのか、もしくはほかの方法をとっていくのかとい

うことについて、校名等検討部会の方々に検討していただいて、こ

れもなるべく早く方向性を出していただければ助かります。 

 

 

● 報告事項 

（１）協議結果の周知について 

・統合推進委員会だよりを発行し、町会・自治会の回覧板、掲示板によりお

知らせする。また、ブロック内の小中学校の児童及び生徒を通じて、全

保護者へ配付するとともに、ブロック内の幼稚園、保育園及び児童館へ

掲示を依頼する。 

・協議会だより等は、北区ホームページに掲載する。 

 

（２）今後のスケジュールについて 

・次回、第３回統合推進委員会は、５月から６月頃に開催予定。 

・１９時から開催する。 

・日程等詳細は、委員長・副委員長と調整した上で、後日、委員へ連絡する。 
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      第３回清水小学校・第三岩淵小学校 

       統合推進委員会議事要録 

 

 

○ 日時・場所・参加者 

（１）日時：平成２７年７月１４日(火)１９時００分～２０時０５分 

 

（２）場所：赤羽文化センター第１視聴覚室 

 

（３）出席者：統合推進委員会委員２１名 

   傍聴者：５名 

 

１ 委員長開会挨拶 

 

 

２ 報告          （質疑応答及び意見の内容は、次ページを参照） 

 （１）校名等検討部会検討経過について 

 

 （２）施設等検討部会検討経過について 

 

 （３）統合推進委員会からの要望に対する回答 

 

 

３ 今後のスケジュールについて 

 

 

４ 副委員長閉会挨拶 
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○ 質疑応答 

 

（１）校名等検討部会検討経過について 

委  員 

 

校名等検討部会での校歌の作詞については、ワークショップ

を行うということになっているのですが、西が丘小学校の所在

地であることから第三岩淵小学校の教室を利用して行っていた

だくということと、校名等検討部会長に必ず立ち会っていただ

くということを確認させていただいております。 

 

委  員 

 

副部会長も同席いたします。 

 

委  員 

 

校章について、西が丘の「が」の字の修正依頼ということで

すが、「が」の字が「カじ(かじ)」に見えてしまうため、そう

見えないようにしてほしいと修正依頼をしたと思うのですが、

そのことはしっかり伝わっていますか。 

 

事 務 局 校名等検討部会でそのようなご指摘がありましたので、島峰

さんに「カじ(かじ)」と見えないようにデザインをしてほしい

ということで伝えております。 

 

委  員 

 

校歌の歌詞について、今の第三岩淵小学校に集まってつくっ

てほしいという経過はわかりますが、校歌を作成するにあたり、

作詞者もそうですが、子どもたちについても、赤羽西の通学区

域をめぐり歩いて、やはり歴史と文化というものをプラスアル

ファとして校歌に反映させるような散策をしてほしい。それが

校歌に活かされるかどうかは別問題として、この赤羽西地域の

歴史と文化に触れてもらって、できれば入れてもらえるといい

かもしれない、入れられないかもわからないけれど、歩いてみ

てもらいたいなと思います。 

 

事 務 局 校歌のワークショップにつきましては、両校の校長先生また

音楽の先生に全面的に依頼をさせていただいておりますので、

両校の校長先生をメインにお話をしていただきたいと思ってお

ります。 

 

委 員 長 では、両校長先生。赤羽西地区、歴史と伝統は大分古いので

計画をお願いしたいと思います。 

 

委  員 校章のカラーのでき上がりというのは、大体いつまでに、島
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 峰さんにはご依頼をしてあるのでしょうか。 

 

事 務 局 ７月２１日火曜日ごろを予定しております。 

 

委  員 

 

基本的に、そのデータ修正がきたらそれをそのまま受け取る

ということですか。 

 

事 務 局 前回の校名等検討部会で、修正はお任せするということで合

意をいただきましたので、西が丘の「が」の字はデザイナーさ

んにお任せをして、カラーリングもお願いした完成品を、７月

２１日に納品していただくことになっております。 

 

 

（２）施設等検討部会検討経過 

（３）統合推進委員会からの要望に対する回答 

委  員 

 

施設等検討部会で、第４回施設等検討部会の内容は、こちら

は警察の方と歩いたことが書いてあるということでよろしいで

しょうか。 

 

事 務 局 統合推進委員会からのご要望に対する回答の中で、そのこと

に触れさせていただきます。 

 

委  員 

 

では、ここに書かれているのは、先日の警察の方と歩いたこ

とは書かれていないということですか。 

 

事 務 局 あくまで施設等検討部会の内容だけを書かせていただいてお

ります。 

 

委  員 

 

スクールゾーンの設置が認められるという方向で進んでいる

ということですか。 

 

事 務 局 警察に設置していただけるように、私どもとしては要望して

おりますが、判断するのは警察署ですので、その判断を警察で

現在していただいているところです。そのため、できるかどう

かというのは、今この場では、はっきりとお返事はできません。

 

委  員 

 

いつぐらいに、結果というのは出るのでしょうか。 

 

事 務 局 警察からの報告待ちというところです。 
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委  員 

 

きょうは中間報告ということですか。要望を受けたものを、

関係部署または警察にこちらから要望として、投げましたよと

いう報告ということですね。それについての回答が、きょう統

合推進委員会があるとわかっているのにもかかわらず、どのぐ

らいの日程でその判断が出るかということを確認もしていない

ということですか。 

 

事 務 局 警察には、いつごろということは聞きましたけれども、まだ

わからないという回答です。役所の中の関係部署につきまして

は、対応する方向で検討をしているところです。 

 

委 員 長 警察は本当にすぐには動かないところなので、少し長い目で

見たほうがよろしいかと思います。ただ、来年の４月には開校

ですので、それまでには警察もきちんとスクールゾーンなどは

考えていただいていると思います。 

 

委  員 

 

通学路に関してなのですが、やはり保護者の方は通学路の安

全性を一番心配しているので、ゆっくり考えるということも必

要かと思うのですが、早くここの道は安全だから大丈夫だよと

いう、安心材料がやはり欲しいので、ぎりぎり３月というのは

やはり少し難しいのかなと思います。 

 

委 員 長 役所も一生懸命、警察に注文を出していると思いますし、地

域もこれから出しますので、全体でやはり警察に動いてもらう。

警察が動かないとスクールゾーンは決められないので、それは

少し時間をいただかないと、警察も即答はしないと思います。

ですから来年３月まで回答がないというのは、それはおかしな

話ですので、早目にはきちんとやってもらえるようにします。 

 

委  員 

 

やはり、結構ぎりぎりにならないと、ということを言われて

いるので感覚的に３月になってしまうのかと思いました。 

 

委 員 長 警察の答えはいつもそうです。大体、何の問題でもきちんと

した回答を早目に出すという機関ではないので。ですから、地

域全体でも連合会がありますので、バックアップしていきたい

と思っていますし、早く答えを出してほしいということは言う

つもりでいます。 
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委  員 

 

稲付公園の道路が広がるという話はどうなっていますか。 

 

委 員 長 稲付公園の前の道路は、拡幅されて４メートル道路になり、

それで稲付公園の擁壁もきれいになって、公園もきれいになる

工事が始まると思います。ただその工事が始まったら、１年と

少しは通行止めになると思いますので、子どもたちにはまた迷

惑が少しかかるかなという気がいたしますが、きれいな公園が

でき上がり、それはきちんと図面でもわかるような形になって

います。もしその辺で聞きたいことがあったら、土木政策課に

電話をすれば、即答してもらえると思います。 

 

委  員 

 

具体的に、どこの機関にどういう要望をしているかという資

料がついていないような気がいたします。校名等検討部会は割

と資料がついておりますけれど、施設等検討部会はここの部分

もスクールゾーンが必要ですなどの資料がついていないので、

視覚的にわかりづらいです。 

 

事 務 局 前回、第２回統合推進委員会の際にご要望ということでおま

とめいただいたものを、皆さんのところにお渡ししておりませ

んが、統合推進委員会の委員長名で教育委員会宛に要望書を出

しまして、５月２８日にその対応についてということで話をし

ていただいたところです。資料には、この要望書をつけており

ませんでした。大変申しわけございませんでした。 

 

委  員 

 

警察と歩いたときに、私たちが要望した以外のところで、こ

こが少し危ないというような警察のご意見などは特になかった

と理解してよろしいですか。 

 

委  員 

 

その要望書というのは、施設等検討部会の委員の方々は、要

望された内容については把握されているということでしょう

か。 

 

事 務 局 第２回統合推進委員会の際に、皆さんに見ていただいたと思

いますが、そちらにスクールバスの運行をプラスして、要望と

してお出ししているものです。６月に赤羽警察と行いました通

学路の安全点検につきましては、施設等検討部会として行った

わけではなく、教育委員会また警察、学校ということで、共同

して行わせていただいた事業です。施設等検討部会とは切り離

して考えていただきたいと思います。 



 6 / 13 

 

委  員 

 

赤羽西交番から入った坂道の途中に急な階段があって、危険

なので、そこを何とか急におりないようにという要望を出した

と思います。それからしばらくして見たら、下の路面にとまれ

という標識が張ってあったので、早速、警察が対応してくださ

ったのかなと思いましたのでご報告をいたします。 

 

委 員 長 皆さんは、通学路の安全対策要望というのを持っていらっし

ゃいますか。 

 

委  員 

 

その存在自体を知らなかったです。 

 

事 務 局 委員長のところには文言を修正して、こういう形で要望しま

すということでご確認いただいたのですが、大変申しわけござ

いません、委員の皆さんのところにはお配りしておりません。 

 

委 員 長 でも、この形で要望を出しているのですよね。ですから、そ

の要望の数と、警察の対応というのが、まだはっきり確認でき

ていないので、皆さんもそうだと思うのですけれど、確認する

ことがやはり大事かなと思います。このスクールゾーンも含め

たこの要望に関しては、連合会で確認をしていないので、連合

会でも確認します。皆さんの考えている要望というのは、施設

等検討部会で何かまとめていらっしゃるのですか。 

 

事 務 局 補足です。今、要望の報告の途中ですが、ご質問があったの

で答えさせていただいておりますが、３月の統合推進委員会の

際にご確認いただきました交通指導員の増員、またスクールゾ

ーンを設置してほしいというところ、あとは現清水小学校を西

が丘小学校とする場合に、この施設のこのようなところを直し

てほしいということを、前回３月１９日の第２回統合推進委員

会でご確認をさせていただきました。その部分について、教育

委員会に諮りました報告を、今、させていただいております。

皆様のご質問の中にあります、警察と一緒に行った通学路の安

全点検ですが、これはこの統合推進委員会の施設等検討部会と

して行ったわけではなく、学校においても、通常、通学路の安

全点検を警察署とともにやっていると思いますが、それを共同

で行わせていただいたと考えていただきたいと思います。通学

路の安全点検で出た要望は、今回、報告している要望とは、ま

た別のものです。今は説明の途中で、委員からご質問があった
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ので統合推進委員会から教育委員会に要望をしたものについて

の回答をさせていただいております。 

 

委  員 

 

警察についてですか。 

 

事 務 局 警察についてではなくて、教育委員会にした要望のお答えを

させていただいております。教育委員会としては、警察が管轄

していることについてまでは、お答えすることができませんの

で、こちらについては、私どもから警察署に別途依頼をしてい

るということです。 

 

委  員 

 

第４回施設等検討部会でも、警察等との通学路の安全点検は、

私は部会としてやっているものだと認識していました。次第に

も書いていないので、そういうことなのかなと思ったのですが、

部会の中でやっているという認識でいました。別ということは、

一切説明がなかったので、警察と歩くという部分でスタートし

てしまったので、部会としてやっていると思っていました。あ

ともう一つなのですけれど、スクールバスは単独ではできない

ということで、その後の稲付中学校の部活動の送迎バスに関し

てはＰＴＡと相談ということが出たのですが、どんな相談なの

ですか。 

 

事 務 局 まず第４回施設等検討部会と警察が主体となって行いました

通学路の安全点検についてですが、開催通知にそのようなご案

内をさせていただいたと、私どもとしては理解しております。

あくまでも、警察が主体の安全点検と部会は違うということで、

ご案内させていただきました。続きまして、スクールバスの件

です。スクールバスの件につきましては、稲付中学校の生徒が

部活動に使うために、導入をするということは考えております

が、バスが実際に何台ですとか、そういった詳細がまだ決まっ

ていないところです。例えば、今回については１ｋｍを超える

お子さんが、西が丘小学校に通うのに遠いということで、安全

の対策が必要だということからのご要望と理解しておりますの

で、ＰＴＡ役員の方に代表になっていただきまして、例えば１

ｋｍを超えるお子さんをメインにするですとか、マイクロバス

の台数によっては、全員が乗れないことも想定できると思いま

すので、低学年を優先するですとか、細かいことについて、第

三岩淵小学校のＰＴＡの皆さんとご相談をさせていただきなが

ら、決めたいと思っております。 
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委 員 長 今、鍵を握っているのは警察なので、ここがどうだというよ

りも警察にしっかり答えを出していただくことが一番大事だと

思うのです。ですから、また過去のことを引きずっていると、

いつまでたっても前に進まないので、もう警察に預けたものは、

警察がきちんと答えをいつ出してくれるかが一番問題なので、

それをやはり皆さんで考えていただきたいと思います。地域に

は町会・自治会というのがあるので、そこからも強く申し込み

や申し入れはいたします。ですから、一生懸命、事務局も教育

委員会も、皆さんと同じように何しろ子どもたちが一番だとい

うのはわかっています。今、本当に交通、通学路の問題で鍵を

握っているのは警察ということは、皆さんの頭の中ではっきり

したと思いますので、この統合推進委員会も警察に強く申し入

れをしたい、そういうように私自身は思います。 

 

委  員 

 

警察が主体だというところと施設等検討部会を分ける理由と

いうのはどこにあるのですか。 

 

委 員 長 もう警察が握っていることは握っているのだから、警察に対

して申し入れを強くやるということです。 

 

委  員 

 

私は別にそこにこだわっているわけではなくて、なぜ事務局

があえて主催の振り分けをされているのかだけ簡単に説明して

もらえればと思ったのです。 

 

事 務 局 非常に簡単に申し上げますと、主催は施設等検討部会ではな

く警察署ということです。 

 

委  員 

 

警察による通学路の点検の開催通知は、誰に送付されている

ものなのでしょうか。主催が警察となると施設等検討部会以外

にもお送りしてもおかしくはないと思うんですけれども、私た

ちだけに送られてしまったのはどういうことなのですか。部会

と分けるというお話なのに、こちらだけに送られて、校名等検

討部会の方々も、一緒に参加することは可能だったのではない

かなと思うのですけれども。そちらはどういうふうなお考えで、

施設等検討部会の方だけに送られてしまったのかというのをお

聞きしたいのですけれども。 

 

事 務 局 通学路や施設の安全点検等については、この統合推進委員会
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の中で、施設等検討部会の方にやっていただくということで役

割を分けております。そういった関係で、統合推進委員会の部

会としてやる事業ではありませんが、関係している委員の皆様

にご参加いただくのが筋だろうということで、施設等検討部会

の皆様にご案内をさせていただいたところです。 

 

委  員 

 

そうなると、施設等検討部会だと思ってしまうのも無理はな

いのかなと思ってしまいます。今、分けていると言われても、

私は、切り離して考えられないので、一緒だったと言われたほ

うがわかりやすいのかなと思うのですけれども。 

 

委 員 長 校名・校歌、これは大事な問題で、皆さんそちらで一生懸命

やられている。通学路もすごく大切な、大事な問題ですよね。

そうすると、それはやはり施設等検討部会でということで、担

当を分けてやらないと、校名等検討部会からも意見が出てくる

となかなかまとまるものがまとまらない。今までの皆さんの経

験で、何年もこうやって統合の協議を行ってきて多分それは頭

の中にあると思います。ですから、問題を一つのブロックなら

ブロックに分けてやっていただいたということは、別におかし

くはありません。ただ、それを今、掘り起こしていると、前に

進まないので、警察のことは、やはり皆さんで一緒になって、

警察署の答えを早く引き出すことが、今、一番大事な問題だと

思います。ですから、誰がどこで何をした、どうやったという

ことよりも、警察にどうしたら早く答えを出していただくかと

いうのは、皆さんに知恵を絞って出していただいて、皆さんで

考えていただくのが筋だと思います。 

 

事 務 局 いろいろとご案内の関係で誤解を与えてしまったことは、事

務局の配慮が足りなかったと思っております。大変申しわけご

ざいませんでした。警察に対しての要望につきましても、事務

局としても回答が早くいただけるようにプッシュをしてまいり

ます。またわかり次第、皆様に文書でご報告をさせていただき

たいと思っています。また、最終的には、もう一度、統合推進

委員会を予定しておりますので、そのときに、きちっとした形

でご報告をさせていただきたいと思います。 

 

委 員 長 そういうお答えですので、次は第４回統合推進委員会になり

ますけれど、その間には、地域にはすごい力を持っている連合

会というものがありますので、そこで警察には申し入れをした
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いと思っています。 

 

委  員 

 

通学路の地図を簡単な市販の地図を使って示してもらえると

わかりやすいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

事 務 局 かしこまりました。 

 

委  員 

 

警察の件もそうなのですけれども、今言ってくださったバス

の件です。第三岩淵小学校の赤羽三和自治会というか、自然観

察公園のそばの方たちが、かなり大規模にもう赤羽台西小学校

に移るというような動きになってしまっています。もともと、

この適正配置は、適正な規模の学校をつくるというのが本当の

願いだったものが、どんどん第三岩淵小学校も分裂していって

しまって、統合しても、もともとの第三岩淵小学校と変わらな

いような学校の規模になってしまうおそれが、本当に生まれて

いて、スクールバスは難しいというお話でしたけれども、今度

の統合、稲付中学校のバスを本当に有効に使っていただいて、

そういう１ｋｍを超えるような方をできる限りスクールバスで

送っていただいて、統合した学校に一緒にみんなで通えるよう

な環境をつくっていっていただきたいと思っているのです。ど

ちらかといえば、クラブのバスを使っていくという方向で、一

応一つの方向はできていますけれども、そのことをできるだけ

早く保護者に伝えたいのです。そうしないと、もう本当に転校

する方向で動いていますので、できるだけ早くバスを出してあ

げるんだということを伝えてあげたいのです。なので、警察の

ことだけでなくて、教育委員会としても、その予算を取る関係

がありますので、いつかというのはなかなか難しいとは思うん

ですけれども、こう決まったということを、できるだけ早目に

保護者の皆さんに伝えられるようにしていただきたいなと思い

ます。そちらも、ぜひまた統合推進委員会で話し合っていただ

きたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

事 務 局 今、委員からありましたように、第三岩淵小学校のＰＴＡの

役員の方からご要望を聞かせていただいて、事務局でも想定で

きることをお話させていただきながら、詰めさせていただき、

早期にお話をさせていただきたいと思いますので、ご協力をお

願いします。 

 

委  員 指定校変更についてなんですけれど、例えば来年４月から指
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 定校変更をしたいと思ったときというのは、いつまでにそれを

申請しなければいけないのか、大体の時期というのはわかりま

すか。 

 

事 務 局 現在、第三岩淵小学校、清水小学校に通っているお子さんに

ついては、昨年ご案内をさせていただきましたけれども、統合

が決まった時点からずっとできるようになっております。ご質

問は新しく１年生になるお子さんですか。 

 

委  員 

 

新入生もそうですけれど、例えば、指定校変更の手続きに締

め切りはあるのですか。例えば、３月３１日に申し込んでもだ

めですよね。だったらどのぐらいまでに申請すればよいのです

か。 

 

事 務 局 一応、一旦締め切るというところであれば、１月になります。

いろいろ事情がありますので、ここで絶対締め切るというとこ

ろはありません。来年度の新１年生につきましては、あなたの

学校はどこですよという就学通知書を１１月に出しますので、

そのときにご自分のお子さんが行く学校がわかりますから、そ

の後から指定校変更の申請をしていただく形になっていまし

て、とりあえずの締め切りというのが一応あります。それが１

月と認識してください。 

 

委  員 

 

今１月ぐらいというお話で、スクールバスの話が解決できな

いので、ずるずると、どうしようという感じで１月ぐらいまで

に申請をされなかった方についてなんですけれども、その後に

スクールバスが出ますよというふうに決定されたときに、だっ

たら清水小学校のある西が丘小学校に行きたくなりましたとい

う保護者がいた場合は、キャンセルというのはきくのでしょう

か。 

 

事 務 局 所管外なので、今のような理由でキャンセルがきくかどうか

については、申しわけありませんがわかりません。今後もそう

いったことがないように、早目にどういった条件でバスを出す

ということは、決めさせていただきたいと思っております。 

 

委  員 

 

第三岩淵小学校としましては、多分、夏休みの期間は、各ご

家庭がいろいろ来年以降の生活をどうしていくかということを

決める、一つの区切りなんじゃないかなというふうに思ってい
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まして、そういう意味では、やはり今の時期にわかる範囲のこ

とは、できるだけ保護者の方たちに説明をしていきたいと思っ

ていますし、できるだけ一緒に、西が丘小学校に行ってもらえ

るように働きかけをしていきたいと思うので、ある程度段階を

追って、第三岩淵小学校の中で伝えていい内容というのは、詰

めさせてもらったほうがいいのかなという気がするのですけれ

ど。 

 

事 務 局 

 

第三岩淵小学校ＰＴＡ会長とお話をさせていただきながら、

なるべく早い時期にきちんとした回答ができるように決めさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

委 員 長 大変大きな宿題を、事務局は受け取ったと思いますので、次

回に期待して答えを待つことにしましょう。何しろ警察に申す

ことが大事なので、お子さんの交通事故等を含めると、警察の

力というのは絶対条件で必要なので、頭を下げてでも、連合会

は警察にお願いするつもりでいます。 

 

委  員 

 

今、委員長の言葉に恐縮ながらプラスさせていただくという

形なのですけれども、信号であったり横断歩道であったりスク

ールゾーンであったり、警察に要望をすることがとっても大事

なことだと思います。やはり子どもたちが安全に通学できると

いうのは、保護者からしてみても、とても安心できることだと

思います。でもそれにも増して、私たち保護者やＰＴＡが、も

っと子どもたちに安全性を伝えるという大事な役目があると思

います。そこまでも警察にかぶせてしまうというのは他力本願

であって、やはり私たちＰＴＡ、保護者が、通学路を使う子ど

もたちに、いかに自分たちが主体の道路ではなく、車道があっ

て歩道がある。そこを安全に歩けるか。それを子どもたちに伝

えていくべきなのが私たちの大事な仕事でもあると思っており

ます。ですので、両校のＰＴＡなり校長先生にお願いして、学

校側からでも統合の前に、もう一度、全児童たちを集会で集ま

らせるような形で、いかに通学路というものが、あなた方を守

る大事な道なのかというのを、わからせる必要があるのではな

いかなと思っています。残念なことに子どもたちは、行き帰り

の道が楽しいので、どうしても寄り道をしてしまったり、ちょ

っと道草を食ってしまったり、それが子どもたちも、楽しい、

うれしいところでもあるのはわかるのですが、楽しく学校に通

って帰って来られるのは、警察やこうやって、今、時間を割い
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て話をしている皆さんのおかげであり、この時間を無駄にしな

いためにも、通学路というものをどれだけ大事に、子どもたち

がちゃんと自主的に交通ルールを守って、安全な道として脇に

寄って１列で歩く、そういうことを私たちは伝えていく義務が

あるのではないかと思います。 

 

 

● 報告事項 

（１）協議結果の周知について 

・統合推進委員会だよりを発行し、町会・自治会の回覧板、掲示板によりお

知らせする。また、ブロック内の小中学校の児童及び生徒を通じて、全

保護者へ配付するとともに、ブロック内の幼稚園、保育園及び児童館へ

掲示を依頼する。 

・統合推進委員会だより等は、北区ホームページに掲載する。 

 

（２）今後のスケジュールについて 

・次回、第４回統合推進委員会の日程等詳細は、委員長・副委員長と調整し

た上で、後日、委員へ連絡する。 
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      第４回清水小学校・第三岩淵小学校 

       統合推進委員会議事要録 

 

 

○ 日時・場所・参加者 

（１）日時：平成２８年２月２３日(火)１９時００分～１９時５０分 

 

（２）場所：赤羽会館小ホール 

 

（３）出席者：統合推進委員会委員２１名 

   傍聴者：１０名 

 

１ 委員長開会挨拶 

 

 

２ 報告 西が丘小学校開設に向けて 

 

質疑応答 

委  員 

 

 ３点ほど、事務局に確認したいことがあります。まず１点目、校章

について先ほど成長を示すため、稲穂の形が大きくなっているとかと

いうご報告がありましたが、この校章に込めた思いとかを文章として

どこか文字で残す予定はありますか。もしまとまっていないのであれ

ば、ぜひ何らかの形で残して新校に引き継いでいったほうがいいので

はないかと思っております。通学路の件ですが、２点質問があります。

バスの停留箇所のところがループになっていますが、これは多分一方

通行ということでこう表しているのだと思いますが、具体的にどんな

ルートでバスが回るのかというのを教えていただきたいのと、あと各

分岐点で、例えば、⑤と④、⑭、⑫、この辺はどちらの方向に流れて

いく予定なのか、決まっているようでしたらお教えいただきたい。 

 

教  委  校章に込めた思いですが、今のところ学校のほうに文字で残すとい

うことは考えておりません。統合推進委員会だより第５号の中で、デ

ザイナーさんのデザインコンセプトということで清水小学校の桜と第

三岩淵小学校の稲穂、両校のシンボルをリボンで結ぶことで、お互い

の歴史と歩みを尊重し合い、西が丘小学校の児童たちが豊かに成長し

てほしいという願いを込めましたということをご紹介させていただき

ました。このデザイナーさんに書いていただいた気持ちを何らかの形

で残したいというご要望もございませんでしたので、今のところはこ

ちらとしては考えておりません。次に、通学路図の中のバスのルート
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ですが、今のところ考えていますのは、行きは、赤羽スポーツの森公

園駐車場を一番初めに出発しまして、西が丘交番の前を曲がります。

大松寺の裏でとまり、バス通りに出ていき、駅前が一方通行になって

おりますのでぐるりと周りまして、宗泉寺の前にとまります。駅前を

周りまして、旧岩槻街道を通って、清水坂あじさい荘の駐車場に入り

ます。帰りは、この逆になります。清水坂あじさい荘から北上しまし

て、今度は一方通行ですので宗泉寺の前にとまり、そこから弁天通り

をのぼっていきまして、ここがまた一方通行ですので、大松寺の裏に

とまり、最後に赤羽スポーツの森公園駐車場に帰ります。ただ、バス

は２台購入予定ですので、場合によってはお子様の居住の関係で両方

がこのルートになるかはまだわからないところです。もう一つ、通学

路の話ですけれども、こちらは基本的に通っていただく道を想定して

おります。詳細につきましては学校で決めていただくことにはなって

おりますけれども、ルートについては今後、お子様の居住状況を見な

がら考えていくということで聞いております。ですから、どこの道か

らどう出るというのは住んでいる場所によります。 

 

委  員 

 

 例えばなんですけど、③から⑤のラインにいる人たちが、例えば⑤

の分岐点に行ったときに、⑥に行くのか、④のほうに流れていくのか

とか、そういう方向が、どっちに流れるのかというのが決まっていれ

ば教えてください。 

 

教  委  詳細につきましては学校から今後お示ししていただけると聞いてお

ります。これはあくまでもまずご自宅の近くから、この道に出ていた

だくということでお示しをしているところでございます。 

 

委  員 

 

 第三岩淵小学校の場合は何色コースとかっていろいろルートが決ま

っていますが、そういうものは今決まっていなくて、それは今後小学

校で決めますよということですか。 

 

教  委  学校から案ということではお伺いしておりますけれども、詳細な部

分については児童の居住状況を見ながら、この後決めていくというこ

とです。これは、あくまでも基本となるルートです。 

 

委 員 長 

 

 まずは学校側に決めてもらうのが一番よろしいのではないのです

か。 

 

教  委  学校から基本はこのルートを通りますというものを私どもにいただ

いて、それを地図に示している状況です。ですので、もっと細かいこ
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とについては、先ほどから申し上げておりますけれども、４月以降に

通学する方たちの居住状況をみながら、色分けの班といったものを決

めていただけるということで伺ってございます。 

 

委  員 

 

 スクールバスの件で、一応今バスがとまる部分が赤羽スポーツの森

公園と大松寺の裏、宗泉寺とあじさい荘の４点になっているのですが、

赤羽台西小学校のあたりに住んでいる方たちが随分、赤羽台西小学校

に行くか、西が丘小学校に行くかで悩んでいる保護者の方が結構いら

して、できればこのあたりにバスがストップする場所を、もう１箇所

つくっていただきたいということを教育委員会にお願いはしていたと

思いますが、現時点で、お願いした箇所に黄色い丸がついていません

が、今どんな感じのお話になっているのか聞かせていただいてもよろ

しいですか。 

 

教  委  １月に第三岩淵小学校の児童を対象にバスを利用したいかというこ

とでアンケートをとらせていただきました。その結果とともに、ＰＴ

Ａからも、今委員からご意見があったように、この赤羽西四丁目のあ

たりに停留所が何とかならないかというご要望は聞いてございます。

ただ、弁天通りにはバスをとめることができないということで警察署

から言われていますし、その両側、道はありますが、余り道幅が広く

なくて、４ｍ道路ぐらいのところで、マイクロバスが通るには少し難

しいという状況でございます。ですので、今の段階では、この形で示

させていただいているところです。また、バスの運転を区で委託する

ことになっています。まだ業者も決まっていないところです。今後、

バスの業者が決まり次第、実際にバスを走らせて、安全に行けるかど

うかということも確認しながら検討させていただきたいと思っており

ますので、初めはこの形でスタートさせていただきたいと思っており

ます。 

 

委 員 長 

 

 では、継続ということでよろしいですか。 

 

教  委  実際に動かしてみまして問題がないようであれば、今後変更という

こともあり得ます。今の段階は、これでお願いしたいと思います。 

 

委  員 

 

 現段階では、これしかできないということですが、今後検討してく

ださるということですので結構です。 

 

教  委 

 

 先ほどご案内させていただきました安全対策の部分ですが、残念な

がら赤羽警察署からスクールゾーンの設置は見合わせるというお答え
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が出ておりますので、こちらにつきましては新校西が丘小学校になっ

た後でも、また引き続きご要望をしていただくのがいいかなと考えて

いるところでございます。 

 

委 員 長 

 

 補助第７３号線が今年度でほとんど道路の拡幅が終わるそうです

が、それに対応して何かお伺い等はしていますか。４．５ｍの歩道が

左右にできるので通学路には大変いい歩道ができるのですが、その辺

のことはどうですか。 

 

委  員 

 

 確認ですが、その道路は、今年の３月に完成予定ということですか。

 

委 員 長 

 

 ２８年度中におおよその形ができるということ。きちんとでき上が

るのは、もうちょっと、４、５年先になりますので慌てないでくださ

い。 

 

委  員 

 

 自転車との関係が一番危ないのではないですか。 

 

委 員 長 

 

 その辺が一番問題ですね。 

 

 

３ 挨拶 

委 員 長  この学校適正配置の話し合いは４年近くもかかっていると思

います。最初に学校適正配置担当部の前部長がうちに来て、適

正配置で３校を２校に絞って、２校のうちの１校を新しくして

という形の座長をやってくれないかと自分のところへ持って来

られたのが、もう４年前ぐらいになります。そのとき、なぜ自

分だろうと思いました。中立の立場というのがなかなかできな

い性格なので。ですから、最初のうちは返事をしませんでした。

でも、いろいろな話を聞いて、最終的に地域のためと言われた

ときに、地域のためだったら、頑張らなくてはいけないなと思

い、座長を引き受けました。座長を引き受けた１回目のときか

ら、天候でいえば、皆さんの心の中は全部雨が降っているんで

す。曇り空というよりも雨、気持ちがものすごく重いんです。

この座長の席に座って、皆さんのこの感触が。嫌なもの引き受

けたなと、はっきり思いました。その後、ずっと振り返ってみ

ると、雨から曇りになったと思うと爆弾低気圧みたいなものが

わっと湧いてきたり、それから突然大雨になったりとか、いろ

んな形でいい方向になかなかいかない。でも、そのいい方向に
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なかなかいかないけど皆さんは我慢に我慢をして、今日を迎え

ているわけですよ。私は、皆さんにまずお礼を言いたい。それ

から、前部長、前課長を含めて、現在の部長、課長、それから

事務局の皆さんには本当に、お礼を、頭を下げたいと思います。

４年かかった一番の原因みたいなのは、座長としてすごく至ら

ない座長だったんじゃないかな、皆さんに大変迷惑をかけたん

じゃないかなというのが、今ここの席に座っていても反省で頭

がいっぱいです。本当はもっと短期間でできたのではないかな

と、皆さんの心を、お子さんが主役なんだという形に持ってい

けなかったのが自分の大失敗だと思っています。学校の教職員

の皆さんは児童たちが大事だということで前を向いて歩いてい

るけど、親御さんは自分の子どものことを、まず考えますよね。

その親御さんの気持ちを、将来の子どもたちのことも考えてく

れよという形で持っていけなかった自分が、これだけ４年間、

長い期間をつくったのではないかなと。それは、座長として、

委員長として、自分の至らなかった原因じゃないかな。それが、

年月が経ってしまった大きな一つの原因じゃないかなと思っ

て、今日は、この席で謝ろうと思っていました。本当に申しわ

けなかったです。これだけ長い時間をかけちゃって、本当に子

どもたちにも迷惑をかけて。先日、清水小学校の閉校式があり

ました。子どもたちは、大人が考えている以上にすばらしい素

質を持っています。性格を持っています。清水小学校の閉校式、

大変立派でした。和やかでした。泣いているお子さんもいらっ

しゃいました。でも、お父さん、お母さんのほうが泣いている

方が多かったんですよね。子どもは、もう次のステップに入っ

ています。西が丘小学校という学校に。ですから、皆さんにお

願いしたいのは、ここにいるメンバーは、次の西が丘小学校に

これから入っていく児童たちのことを、まず第一に考える。そ

れから、これから先、西が丘小学校に入っていく子どもたちの

ことも考えていただいて、ＰＴＡがどうだとか、その保護者が

どうだではなくて、子どもたちが主役なんだ、私たちは脇役な

んだと。親が学校で主役になったら、絶対にいいことはありま

せん。４年やってきて、つくづくそう思っています。ですから、

何しろ児童が主役だということを考えていただきたいと思いま

す。これは私の反省と同時に、これからいろんなところでこう

いう学校適正配置が北区でも起こると思います。ですから、こ

の辺のことも参考意見にとっていただいて、次の学校適正があ

る場所では考えていただければなと思っています。何しろ主役

は児童だ、子どもたちだということを、しっかりと皆さんは頭
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に入れていただきたいと思います。これからも西が丘小学校の

ために、今北区はきずなという問題が大きな問題になっていま

すから、このグループ、メンバーはきずなを持って西が丘小学

校を盛り立てて、赤羽で一番、北区で一番、東京で一番、日本

で一番の西が丘小学校にしていくために、一緒になって協力し

ていただければと思いますので、よろしくお願いします。これ

が自分の挨拶、一応いろんなことを含めた挨拶にさせていただ

きます。本当に４年間、お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

 

副委員長 

 

 副委員長としてやらせていただきましたけれども、先ほど委

員長のおっしゃったように、前段階のほうがとても大変だった

と思います。そして統合推進委員会になりまして、副会長とい

うお役を賜りましたけれども、私としては、この副委員長とし

てのことについては、皆さんのご意見をお伺いし、それから後

はご報告を聞くだけで、大したお役には立てなかったと思って

おります。先ほど、委員長がおっしゃったように、これからは

新しい学校、そして新しい子どもたちが元気で仲よく、そして

健全に育っていける学校をつくっていただくように保護者の皆

さん、そして地域でも見守っていきたいと思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。そして、今日はありがとうご

ざいました。 

 

教  委 

 

 委員長、副委員長からお言葉をいただき、ありがとうござい

ました。冒頭、委員長が大きな問題を一つ一つという話もござ

いまして、この４年間にわたる委員長の胸中というかあたたか

い、我々事務局、本当に至らなかったところばかりだったと思

いますけれども、事務局にまであたたかいお言葉をいただきま

した。ありがとうございました。今、委員長、副委員長からい

ただいたことにつきましては、今後の適正配置でも生かしてい

きたいというふうに考えてございます。私も先日、清水小学校

の閉校式に行かせていただきまして、本当に清水小学校のすば

らしさというのもまた感じるとともに、新しい西が丘小学校に

対するＰＴＡ、児童の皆様の期待、地域の皆さんの期待という

のをひしひしと感じたところでございます。この思いを新しい

学校につなげていく、これが我々教育委員会の使命だと思って

いますので、それについても全力で尽くしてまいります。今日、

皆様からいただいたご要望についてのお答えをさせていただき

ましたが、まだ全てということでもございませんし、今後、学
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校が始まりましてもいろんな点でご要望が出てくるかと思いま

すが、教育委員会といたしましては学校と協力して全力で取り

組み、教育環境の充実に向けて取り組んでまいりたいと考えて

ございます。ただ、よい学校づくりは委員長、副委員長からも

ございましたように、教育委員会と学校職員の努力だけででき

るものではございません。地域の皆様、保護者の皆様と十分な

連携のもと、皆様のお力添えがあってこそ実現するものという

ふうに考えてございます。皆様方には、これまで同様、あたた

かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。委員長、副

委員長を初め、委員の皆様に心から感謝を申し上げますととも

に、皆さんがますますご健勝でご活躍されることをご祈念申し

上げまして挨拶をさせていただきます。本当にどうもありがと

うございました。 

 

 


